
令和6年9月現在

政策等の名称 内容

実施時期 実施結果

総合計画推進委
員会

令和5年10月 令和6年3月15日 1回開催

パブリックコメント 令和5年12月
令和5年12月15日
～令和6年1月15

日

意見提出1件
（1人）

パブリックコメント 令和5年12月
令和5年12月15日
～令和6年1月15

日

意見提出1件
（1人）

防災会議 令和5年8月～ 令和5年8月 1回開催

パブリックコメント 令和5年7月 令和5年6～7月
意見提出2件

（2人）

国民保護協議会 令和5年9月～ 令和5年8月 1回開催

パブリックコメント 令和5年7月 令和5年6～7月 意見提出0件

令和5年度　市民参加実施状況一覧 

整
理
番
号

1

担当課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

企画課

総合計画(第6次)
の進行管理・総
合計画(第6次)

2024推進計画の
策定

北広島市総合計画(第6次)に
係る推進計画の策定及び進行
管理を実施する。

市民参加条例の区分

実績
市民参加の
実施方法

実施予定時
期

上位計画である北海道国民保
護計画の改正に伴い、北広島
市国民保護計画の修正を行
う。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

2

4
危機管理

課

国民保護計画の
修正

3

財政課

危機管理
課

地域防災計画及
び水防計画の修

正

令和6年度当初
予算の作成

(12)当初予算の作成

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

令和6年度の予算作成にあた
り、各担当部局からの予算要
求段階における新規事業 (新
たに取組もうとする事業など)
の内容についてパブリックコメ
ントを実施する。

上位計画である北海道地域防
災計画及び水防計画の改正
に伴い、北広島市地域防災計
画及び水防計画の修正を行
う。

資料1
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整
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番
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実績
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実施予定時
期

資料1

保健福祉計画検
討委員会・障がい

福祉部会
令和5年5月～

第1回：R5.6.27
第2回：R5.8.1
第3回：R5.9.26
第4回：R5.10.31
第5回：R5.11.27
第6回：R6.2.5

6回開催

パブリックコメント 令和5年12月
R5.12.20～

R6.1.19
意見提出0件

アンケート調査 令和5年7月
R6.12.20～

R7.1.19

①回収率45.9％
※当事者向け

②回収率37.4％
※市民向け

保健福祉計画検
討委員会高齢福

祉部会
令和5年8月～

第1回：8月1日
第2回：10月3日
第3回：11月1日
第4回：11月22日

4回開催

パブリックコメント 令和6年1月
令和5年12月20日
～令和6年1月19
日

意見提出0件

アンケート調査 令和5年5月
令和5年6月～令
和5年9月

613件回収/
1,000件配布(回収
率61.3%)

国民健康保険運
営協議会

令和5年8月～

第1回：9月5日
第2回：12月1日
第3回：1月25日
第4回：3月7日

4回開催

パブリックコメント 令和6年2月
R6年2月1日～R6

年2月20日
意見提出0件

5

高齢者保健福祉
計画・第9期介護
保険事業計画の

策定

本計画は、老人福祉法第20条
の8の規定に基づく「老人福祉
計画」として定める高齢者福祉
計画と、介護保険法第117条の
規定に基づく計画として国の
基本指針に即して定める介護
保険事業計画の2つの計画を
一体的に作成し、道が作成す
る第9期北海道高齢者保健福
祉計画・介護保険事業支援計
画や、本市の諸計画との整合
性を図りながら、高齢者社会に
適応した高齢者施策を総合的
に推進するための基本的計画
として策定する。

(5)市税（前号に規定する市税を除きます。）の税率の
引上げ（標準税率がある市税の税率の引上げであっ
てその標準税率を超えないものを除きます。）を目的

として行う条例の制定、改正又は廃止

高齢者支
援課

保険年金
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

7

6

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

国民健康保険税
条例の一部改正

平成30年度から都道府県が財
政運営の主体となる新しい国
民健康保険制度が始まり、各
市町村は北海道が示す市町
村ごとの標準保険料率を参考
に国民健康保険税率を決定す
ることとなるため、国民健康保
険税率改定に伴う、北広島市
国民健康保険税条例の一部
改正を行う。

障がい支援計画
策定

現在の北広島市障がい支援
計画の期間が令和3年度から
令和5年度までとなっているこ
とから、次期北広島市障がい
支援計画を策定する。
なお、本計画は障害者基本法
に基づく障がい者福祉計画、
障害者総合支援法に基づく第
7期障がい福祉計画及び児童
福祉法に基づく第3期障がい
児福祉計画を一体的に策定す
るものである。

福祉課
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資料1

国民健康保険運
営協議会

令和5年8月～
第2回：12月1日
第3回：1月24日

2回開催

パブリックコメント 令和6年1月
令和5年12月20日
～令和6年1月19

日
意見提出0件

子ども・子育て会
議

令和5年6月～

①第1回：6月28日
②第1回：11月29

日
②第2回：12月12

4回開催

アンケート調査 令和5年12月 令和6年2月
1,410人回収／
4,494人配布（回

収率31％）

高校生オブザー
バー

令和6年1月 令和6年1月
市内の高校生2名

参加

子どもの権利推進
委員会

令和5年6月～

パブリックコメント 令和5年12月

アンケート調査 令和5年12月

パブリックコメント 令和5年8月
令和5年8月15日

～
9月１4日

意見提出1件
（1人）

9「第3期子ども・子育て支援プランの
策定」と統合し、「北広島市こども計画

の策定」へ変更した。

※計画の統合は、国の策定したこども
大綱等に基づき、こどもを巡る様々な
課題に対し、総合的に対応していくた

め行うもの。

11

市が指定管理により運営して
いる有料駐車場の管理運営事
業に関して、総務省から求めら
れている経営戦略を策定しま
す。

土木事務
所

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

8

国民健康保険第
3期データヘルス
計画・第4期特定
健康診査等実施

計画

高齢者の医療の確保に関する
法律及び国民健康保険法に
基づき、国民健康保険被保険
者の健康増進を図るため、特
定健診の結果やレセプトデー
タ等を活用して、効果的・効率
的な保健事業を実施するため
の計画で、特定健診等実施計
画と一体的に策定する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

保険年金
課・健康
推進課

子ども家
庭課

子ども家
庭課

北広島市営駐車
場管理運営事業
経営戦略の策定

10

※
9に
統
合

9

北広島市子ども
計画の策定

(旧：第3期子ど
も・子育て支援プ

ランの策定）

国が策定した「こども大綱」及
び、北海道が策定するこども計
画を勘案し、現行の「北広島市
子ども・子育て支援プラン」と
「北広島市子どもの権利に関
する推進計画」を統合した「北
広島市こども計画」を策定す
る。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

第4期子どもの権
利に関する推進

計画の策定

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

北広島市子どもの権利条例に
基づき、子どもの権利に関する
施策を総合的に推進するた
め、令和6年度を始期とする
「第4期子どもの権利に関する
推進計画」を策定する。
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資料1

北広島市立学校
適正配置等審議

会
令和5年4月～

第1回：5月30日
第2回：11月28日
第3回：令和6年2
月7日
第4回：令和6年3
月26日

4回開催

市民説明会 令和5年7月～ 実施なし -

パブリックコメント 令和5年12月 実施なし -

アンケート調査 令和5年12月

①（18歳以上の市
民対象）717件回
収／2,000人配布
（回収率35.85％）
②（小・中・高校生
対象）1,115件回
収／1,386人配布
（回収率80.45％）13

追
加

北広島市景観条
例の制定及び北
広島市景観計画

の策定

良好な景観づくりに向け、目指
す景観像の共有や良好な景
観づくりの基準等を示すため
に、景観法に基づく景観計画
を策定する。

都市計画
課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な事
項を定める計画の策定又は変更

教育総務
課

12

(8)公共施設（公用のために使用する施設であって市民が身近に
利用するものと市の機関が認めるもの及び公の施設をいいます。

以下同じです。）の設置に係る計画の策定、変更又は廃止

小中学校の少人数化・単学級
化及び学校施設の老朽化を踏
まえ、学校施設の適正規模・
適正配置に向け、多角的な視
点から検討し、取組を実施す
る。

学校施設適正規
模・適正配置検

討事業
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